
9/5 満員につき、追加開催します！ 

～ 令和 5 年 10 月 1 日 いよいよ開始間近！ ～ 

 

 

 令和５年１０月１日からは消費税インボイス制度がスタートします。 

 この消費税インボイス制度によって、多くの課税事業者は当然に対応を迫られますが、特に影響が大 

きいのは免税事業者の方々です。 

制度について、様々な意見が出てくる中で、特に免税事業者の方々については様々な負担軽減措置が 

追加されています。 

今回の説明会では、それら変更点もご案内いたしますので、是非ご参加ください。 

日  時  令和 ５年 ９月 １９日(火) ※３回とも同じ内容の説明会です。 

午前の部１０：００～１１：３０（定員 先着 24 名） 

午後の部１４：００～１５：３０（定員 先着 24 名） 

夜間の部１８：００～１９：３０（定員 先着 24 名） 

会  場  富士青色申告会 新事務所２階 【富士市柳島 82-11  ライズむらまつ様 東隣】 

         駐車場に限りがありますので、満車の際は近隣のパーキング等をご利用ください。 

内  容  消費税の基本的な仕組みとインボイス制度の概要 

      インボイス制度が事業経営に与える影響と対策 

免税事業者に対する負担軽減措置 ⇦ NEW！ 

     ※ 各回、定員(24 名)になり次第、締切とさせていただきます。 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

消費税インボイス制度説明会 R5.9.19 受講申込書 

 

お名前            受講人数    名 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

 

ご連絡先               TEL・携帯など 

 

 

消費税インボイス制度説明会（負担軽減制度が追加！） 

 

(一社)富士青色申告会 

 

FAX :0545-63-9157 電話:0545-63-9108 

Mail : info@fujiaoiro.com 

ご希望の時間帯を囲んでください。 

メールやお電話でも OKです！ 


